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〈事業進捗と事業評価の流れ（公共事業（直轄事業等））〉

事業評価の流れについて

事業実施 供用計画段階

（５年継続）

（３年未着工）※ （再評価後５年経過毎） （完了後５年以内）

（新規事業採択） （着工） （完了）

計画段階評価 新規事業採択時評価 再評価 事後評価
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計画段階評価

新規事業採択時評価

再評価

完了後の事後評価

新規事業採択時評価の前段階において、政策目標を明確化した上で、

概ねのルートの位置や基本的な道路構造等の比較・評価を行うもの。

新規事業の採択時において、費用対効果分析を含め、総合的に実施するもの。

事業継続にあたり、必要に応じて見直しを行うほか、事業の継続が適当と
認められない場合には事業を中止するもの。

事業完了後の事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて、
適切な改善措置、同種事業の計画・調査のあり方等を検討するもの。

※：未着工が継続する事業は３年
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※必要がある場合

第三者委員会
（中部地方小委員会）
（事業評価部会）
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中部地方小委員会の位置付けについて

■小委員会の事務【中部地方小委員会運営規則（第２条）】

１ 直轄事業の事業評価など地方における道路事業の効率的な実施に関し、中部地方整備局
（以下「整備局」という。）からの報告を受けること。

２ 整備局の報告に対し意見がある場合には、分科会長に対してその具申を行うこと。

社会資本整備審議会 道路分科会 中部地方小委員会

中部地方整備局
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計画段階評価対象区間

■計画段階評価

名岐道路

広域図 拡大図
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めいぎ

広域図

名古屋市
ターミナル駅

岐⾩県駅

愛知県

岐⾩県

三重県

名古屋港

中部国際空港
セントレア ⾐浦港

四⽇市港

豊⽥JCT
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豊⽥東JCT

養⽼JCT

⼀宮JCT

四⽇市JCT

⼩牧JCT

⼟岐JCT

美濃関JCT

258

19

1
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23

41

21

1

23

21

153
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新四⽇市JCT

凡 例
⾼速道路等

開通済
事業中
調査中

直轄国道
開通済
事業中

その他国道
開通済

⼤安IC

⼀宮JCT
⼀宮IC

⼩牧IC

楠JCT
清洲JCT

岐⾩⽻島IC
⼀宮⻄IC

尾⻄IC

岐⾩各務原IC

156

41

19

21

21

⼀宮市

江南市

扶桑町

⽝⼭市

⼤⼝町

岩倉市

岐南町

笠松町

岐⾩市

⽻島市

稲沢市

⼩牧市

豊⼭町 春⽇井市
北名古屋市

名古屋市清須市あま市

瑞穂市

各務原市

⼀宮⽊曽川IC

⼀宮中IC
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ぎ

名
岐
道
路

名
岐
道
路

凡 例
⾼速道路等

直轄国道

補助国道

主要地⽅道

開通済（４⾞線以上）

開通済（４⾞線以上）
開通済（２⾞線以上）

開通済（４⾞線以上）
開通済（２⾞線以上）

開通済（４⾞線以上）
開通済（２⾞線以上）

開通済（２⾞線以上）




